
琉球大学農学部規程 

 

                          昭和４７年４月１日 

                          制       定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人琉球大学組織規則第２７条第２項の規定に基づき，琉球大学

学則に定めるもののほか，琉球大学農学部（以下「本学部」という。) の授業科目，単位，履修

方法その他必要な事項を定める。 

 

 （教育研究上の目的） 

第２条 本学部は，沖縄の亜熱帯島嶼性という地理的・自然環境条件及び歴史的・文化的特性を

活かし，生物の生存環境と人間の共生を目指して，持続的食料生産，地域農業，環境保全，生

物資源・エネルギー利用，栄養・健康・長寿及び発酵・生命に関する専門教育と研究を深化さ

せ，その成果の蓄積・活用と人材育成によって，地域社会並びに国際社会の発展に貢献するこ

とを目的とする。 

 

２ 各学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，次の表に掲げるとおりとする。 

 

学  科 教育研究上の目的 

亜熱帯地域農学科 

 

国際的な視点で地域農林畜産業の振興に携わる指導力のあ

る有用な人材，並びに地域資源循環システムに基づく持続的

農業生産並びに農と社会との共生を構築できる実践的人材を

育成する。 

亜熱帯農林環境科学科 資源生物や野生生物とそれらを取巻く環境の機能・特性の解

明を通じ，生物や環境に関連する分野で活躍する有能な人

材，並びに生物多様性の価値を理解し，豊かな環境の確保と

保全に貢献できる実践的人材を育成する。 

地域農業工学科 農村環境整備と緑・土・水資源の保全と改善に貢献できる有

能な人材，並びに情報技術を応用し，食料生産から流通・加

工に係わる農業生産及びエネルギーシステムに関する社会的

要求を総合的に問題解決できる実践的人材を育成する。 

亜熱帯生物資源科学科 亜熱帯生物資源の機能開発と高度利用に関する専門知識と

技術を有する有能な人材，並びに生物資源関連産業，発酵

産業及び健康・食品産業の振興・発展に貢献できる実践的人

材の育成と栄養士を養成する。 

 

（学士教育プログラム及び教育コース） 

第３条 本学部の学科に学士教育プログラム及び教育コースを別表１のとおり置く。 

 

（共通教育等の授業科目の種類等） 

第４条 共通教育及び専門基礎教育の授業科目の種類，単位数，履修方法等は，琉球大学共通教

育等履修規程の定めるところによる。 

 

（専門教育の授業科目の種類等） 

第５条 専門教育の授業科目の種類は別表２のとおりとし，履修方法等は別表３に掲げるとおり

とする。 

 

（授業科目の公示） 

第６条 各学期に開講する授業科目，授業時間，単位数及び担当教員は，学期の初めに公示する。

ただし，臨時に開講する授業科目については，その都度，公示する。 

 



（単位） 

第７条 専門教育の授業科目の単位の計算は，次に掲げる基準により行う。 

（１）講義及び演習については，１５時間の授業をもって１単位とする。ただし，教育上必要が

あると認められる場合には，３０時間の授業をもって１単位とすることができる。 

（２）実験及び実習については，３０時間の授業をもって１単位とする。ただし，教育上必要が

あると認められる場合には，４５時間の授業をもって１単位とすることができる。 

（３）１つの授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用に

より行う場合において，講義及び演習については係数３（ただし，演習については，教育上

必要があると認められる場合には係数１．５とする。），実験及び実習については係数１（た

だし，教育上必要があると認められる場合には係数１．５とする。）に対し，それぞれの授業

時間を乗じて得た数値の和が４５時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成

果を評価して単位を授与することが適当であると認められる場合には，これらに必要な学修を

考慮して，単位数を定めるものとする。 

３  前２項の規定に基づく各授業科目の単位数及び週時間については，別表３に掲げるとおりと

する。 

 

（登録，試験，単位の認定等） 

第８条 登録，試験，単位の認定等については，琉球大学各学部共通細則の定めるところによる。 

 

（編入学） 

第９条 編入学については，琉球大学編入学規程の定めるところによる。 

 

（転入学） 

第１０条 転入学については，琉球大学転入学規程の定めるところによる。 

 

（再入学） 

第１１条 再入学については，琉球大学再入学規程の定めるところによる。 

 

（転学部及び転学科） 

第１２条 転学部及び転学科については，琉球大学転学部，転学科，転課程に関する規程の定め

るところによる。 

 

（転学） 

第１３条 本学部の学生で他の大学に入学又は転入学を希望する者は，指導教員及び学部長を経

て学長の許可を受けなければならない。 

 

（留学） 

第１４条 留学については，琉球大学留学等及び特別聴講学生に関する規程の定めるところによ

る。 

 

（卒業の要件） 

第１５条 卒業するには，琉球大学（以下「本学」という。）に４年以上在学し，別表４に掲げる

単位を修得しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，第３年次特別編入学者の卒業の要件は，本学に２年以上在学し，

別表４に掲げる単位（第３年次特別編入学以前に在学していた大学，短期大学，高等専門学校

等で修得した単位のうち，本学の卒業要件に係る単位として換算する単位（以下「換算単位」

という。）を含む。）を修得するものとする。この場合において，換算単位については，教授会

が判定する。 

  

（教員免許） 

第１６条 教育職員の免許状授与の資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和２４年



法律第１４７号）の定めるところにより，所要の単位を修得しなければならない。 

 

（研究生） 

第１７条 研究生については，琉球大学研究生規程の定めるところによる。 

 

（特別聴講学生） 

第１８条 特別聴講学生については，琉球大学留学等及び特別聴講学生に関する規程の定めると

ころによる。 

 

（科目等履修生） 

第１９条 科目等履修生については，琉球大学科目等履修生規程の定めるところによる。 

 

（外国人学生） 

第２０条 外国人学生については，琉球大学外国人学生規程の定めるところによる。 

 

（指導教員） 

第２１条 学生の修学，進路，就職，学生生活等の指導のため，各学科の年次ごとに指導教員を

置く。 

２ 前項の規定に定めるもののほか，指導教員については，琉球大学における指導教員に関する

規程の定めるところによる。 

 

附 則 

１ この規程は，昭和４７年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際，現に在学する者に係る教育課程に関しては，第６条の規定にかかわらず

この規程施行の際，現に効力を有していた本学の諸規程を適用する。 

 

   附 則（昭和５０年１０月２３日) 

この規程は，昭和５０年１０月２３日から施行し，昭和４７年４月１日から適用する。 

ただし，別表１中畜産学科の畜産環境学・衛生学の学科目は昭和５０年４月１日から適用する。 

 

   附 則（昭和５２年１１月１７日) 

この規程は，昭和５３年度に入学する者から適用する。 

 

附 則（昭和５３年１０月９日) 

この規程は，昭和５４年４月１日から施行する。 

 

附 則（昭和５４年１０月１１日) 

この規程は，昭和５５年４月１日から施行する。ただし，別表１の改正規定については昭和５

４年４月１日から適用する。 

 

附 則（昭和５５年９月２５日) 

この規程は，昭和５６年４月１日から施行する。 

 

附 則（昭和５６年１１月２５日) 

この規程は，昭和５７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３年４月１日) 

１ この規程は，平成３年４月１日から施行する。 

２ 平成３年３月３１日に農学部の農学科，農芸化学科，農業工学科，畜産学科，林学科に在学

していた者については，改正後の第６条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 農学部の農学科，農芸化学科，農業工学科，畜産学科，林学科は改正後の第２条の規定にか

かわらず，平成３年３月３１日に農学部の当該学科に在学する者が農学部の当該学科に在学し



なくなる日までの間，存続するものとする。 

 

   附 則（平成５年１２月２２日) 

１ この規程は，平成６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条及び第８条の規定は，平成６年度の入学者から適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず，必要と認める場合には，改正後の第８条の規定を，平成６年３月

３１日に在学する者（以下「在学者」という。)に適用する。 

４ 前２項の規定にかかわらず，必要と認める場合には，在学者に改正後の第６条及び第８条の

規定に基づき平成６年度以降の入学者のために開設される授業科目の履修とみなし，単位を与

える。 

 

  附 則（平成６年４月１３日) 

この規程は，平成６年４月１３日から施行する。ただし，第４条の改正規定は，平成６年６月

２４日から施行する。 

 

 附 則（平成１４年４月１日) 

この規程は，平成１４年４月１０日から施行する。 

 

 附 則（平成１５年４月１日） 

この規程は，平成１５年４月１日から施行する。 

 

  

附 則（平成２０年４月１日） 

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

 

 附 則（平成２１年４月１日） 

１ この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年３月３１日に農学部の生物生産学科，生産環境学科，生物資源科学科に在学する

者については，改正後の第１０条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 農学部の生物生産学科，生産環境学科，生物資源科学科は改正後の第４条の規定にかかわら

ず，平成２１年３月３１日に農学部の当該学科に在学する者が農学部の当該学科に在学しなく

なる日までの間，存続するものとする。 

 

附 則（平成２２年４月１日） 

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２９年３月８日） 

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年１０月２４日） 

この規程は，平成３０年１０月２４日から施行する。 

 

 附 則（平成３０年１２月１２日） 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

 

 附 則（令和２年２月２７日） 

この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 附 則（令和３年２月２４日） 

この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 



 附 則（令和４年３月９日） 

この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 附 則（令和５年１月８日） 

この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 附 則（令和６年３月１３日） 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 附 則（令和７年３月１３日） 

この規程は，令和７年４月１日から施行する。 

 

別表１（学士教育プログラム及び教育コース）  

学   科 学士教育プログラム 教育コース 

亜熱帯地域農学科 

 

亜熱帯地域農学プログラム 

農林経済学コース，植物開発学コ

ース， 循環畜産学コース，農林共

生学コース 

亜熱帯農林環境科学科 

 

亜熱帯農林環境科学プログラム 

植物機能学コース，動物機能学コ

ース，森林環境学コース，生態環境

科学コース 

地域農業工学科 地域農業工学プログラム 
バイオシステム工学コース，地域

環境工学コース 

亜熱帯生物資源科学科 亜熱帯生物資源科学プログラム 

生物機能開発学コース，食品機能

科学コース， 

発酵・生命科学コース，健康栄養科

学コース 

 

 

 

 

 

別表２、別表３、別表４（次頁、別紙のとおり） 


